
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

建
築
確
認
を
要
し
な
い
特
殊
建
築
物
の
範
囲
の
拡
大

別
表
第
一

欄
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の
う
ち
確
認
を
要
す
る
も
の
を
、
当
該
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床

(い)

面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
第
一
項
第
一
号
関
係
）

第
二

建
築
物
の
維
持
保
全
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

維
持
保
全
計
画
の
作
成
等
を
義
務
付
け
る
建
築
物
の
対
象
の
見
直
し

維
持
保
全
計
画
の
作
成
等
を
義
務
付
け
る
建
築
物
の
対
象
を
、
国
等
が
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
建
築
物
を
除
く
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
と
す
る
こ
と
。

１

特
殊
建
築
物
で
安
全
上
、
防
火
上
又
は
衛
生
上
特
に
重
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

２

１
の
特
殊
建
築
物
以
外
の
特
殊
建
築
物
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
建
築
物
で
、
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
も
の

（
第
八
条
第
二
項
関
係
）

二

既
存
不
適
格
建
築
物
の
所
有
者
等
に
対
す
る
特
定
行
政
庁
に
よ
る
指
導
及
び
助
言

特
定
行
政
庁
は
、
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
又
は
建
築
設
備
（
い
ず
れ
も
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
章
の
規
定



又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
損
傷
、
腐
食
そ
の

他
の
劣
化
が
生
じ
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
保
安
上
危
険
と
な
り
、
又
は
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
に
対
し
て
、
修
繕
、
防
腐
措
置
そ
の

他
当
該
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
の
維
持
保
全
に
関
し
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
の
四
関
係
）

第
三

防
火
・
避
難
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

「
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
」
の
定
義
の
見
直
し

建
築
物
の
外
壁
面
と
隣
地
境
界
線
等
と
の
角
度
に
応
じ
て
、
当
該
建
築
物
の
周
囲
に
お
い
て
発
生
す
る
通
常
の
火
災
時

に
お
け
る
火
熱
に
よ
り
燃
焼
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
「
延
焼
の

お
そ
れ
の
あ
る
部
分
」
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
六
号
関
係
）

二

木
造
建
築
物
等
の
耐
火
性
能
に
係
る
制
限
の
合
理
化

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
（
そ
の
主
要
構
造
部
（
床
、
屋
根
及
び
階
段
を
除
く
。
）
の
政
令
で
定
め
る
部
分

の
全
部
又
は
一
部
に
木
材
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
そ
の
他
の
可
燃
材
料
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
主
要
構
造
部
を



通
常
火
災
終
了
時
間
（
建
築
物
の
構
造
、
建
築
設
備
及
び
用
途
に
応
じ
て
通
常
の
火
災
が
消
火
の
措
置
に
よ
り
終
了
す
る

ま
で
に
通
常
要
す
る
時
間
を
い
う
。
）
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
当
該
火
災
に
よ
る
建
築
物
の
倒
壊
及
び
延
焼
を
防
止
す
る

た
め
に
主
要
構
造
部
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
に
関
し
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
国
土
交
通
大

臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
周
囲
に
延
焼
防
止
上
有
効
な
空
地
で
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
有
す
る

建
築
物
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
で
あ
る
建
築
物

２

高
さ
が
十
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物

３

別
表
第
一

欄

項
又
は

項
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
で
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

(い)

(五)

(六)

（
第
二
十
一
条
第
一
項
関
係
）

三

木
造
建
築
物
等
で
あ
る
特
殊
建
築
物
の
外
壁
等
に
関
す
る
規
制
の
廃
止

第
二
十
二
条
第
一
項
の
市
街
地
の
区
域
内
に
あ
る
木
造
建
築
物
等
で
あ
る
一
定
の
特
殊
建
築
物
に
つ
い
て
、
そ
の
外
壁

及
び
軒
裏
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
を
防
火
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
規
制
を
廃
止
す
る
こ
と
。



（
第
二
十
四
条
関
係
）

四

大
規
模
建
築
物
の
区
画
に
関
す
る
規
制
の
合
理
化

延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
つ
い
て
行
う
べ
き
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
画
は
、
防
火
床
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ
の
設
置
及
び
構
造
に
関
し
て
必
要
な
技
術
的
基
準
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
六
条
関
係
）

五

耐
火
建
築
物
等
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
殊
建
築
物
の
対
象
の
合
理
化

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
殊
建
築
物
の
対
象
か
ら
、
階
数
が
三
以
下
で
延
べ
面
積

が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
（
三
階
を
別
表
第
一

欄

項
に
掲
げ
る
用
途
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
供
す
る
も

(い)

(二)

の
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
従
っ
て
警
報
設
備
を
設
け
た
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
二
十
七
条
第
一
項
関
係
）

第
四

長
屋
又
は
共
同
住
宅
の
各
戸
の
界
壁
に
関
す
る
規
制
の
合
理
化

長
屋
又
は
共
同
住
宅
の
天
井
の
構
造
が
、
遮
音
性
能
に
関
し
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
国
土

交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
戸



の
界
壁
を
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
に
達
す
る
も
の
と
し
な
く
て
も
よ
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
関
係
）

第
五

接
道
規
制
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

接
道
規
制
の
適
用
除
外
に
係
る
手
続
の
合
理
化

そ
の
敷
地
が
幅
員
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
道
（
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
避
難

及
び
通
行
の
安
全
上
必
要
な
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
二
メ
ー
ト
ル
以
上
接
す
る
建
築
物
の
う
ち
、

利
用
者
が
少
数
で
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
用
途
及
び
規
模
に
関
し
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
特
定
行
政
庁
が
交

通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
関
係
）

二

接
道
規
制
を
条
例
で
付
加
で
き
る
建
築
物
の
対
象
の
拡
大

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
敷
地
が
袋
路
状
道
路
に
の
み
接
す
る
建
築
物
で
、
延
べ
面
積
が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
も
の
（
一
戸
建
て
の
住
宅
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
用
途
、
規
模
又
は
位
置
の
特
殊
性
に
よ
り
、
第
四
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
は
避
難
又
は
通
行
の
安
全
の
目
的
を
十
分
に
達
成
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
条
例
で
、
そ
の
敷
地
又
は
建
築
物
と
道
路
と
の
関
係
に
関
し
て
必
要
な
制
限
を
付
加
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
四
十
三
条
第
三
項
第
五
号
関
係
）

第
六

用
途
規
制
の
適
用
除
外
に
係
る
手
続
の
合
理
化

日
常
生
活
に
必
要
な
一
定
の
建
築
物
で
、
騒
音
又
は
振
動
の
発
生
そ
の
他
の
事
象
に
よ
る
住
居
の
環
境
の
悪
化
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
一
定
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
建
築
に
つ
い
て
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定

の
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
建
築
審
査
会
の
同
意
の
取
得
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
八
条
第
十
六
項
第
二
号
関
係
）

第
七

容
積
率
規
制
の
合
理
化

老
人
ホ
ー
ム
、
福
祉
ホ
ー
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
共
用
の
廊
下
又
は
階
段
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
に

つ
い
て
は
、
容
積
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
延
べ
面
積
に
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
二
条
第
三
項
及
び
第
六
項
関
係
）

第
八

建
蔽
率
規
制
の
合
理
化

一

延
焼
防
止
性
能
を
有
す
る
建
築
物
に
関
す
る
建
蔽
率
規
制
の
合
理
化

１

都
市
計
画
で
定
め
ら
れ
た
建
蔽
率
の
限
度
の
数
値
に
十
分
の
一
を
加
え
る
も
の
と
す
る
建
築
物
と
し
て
、
防
火
地
域



（
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
蔽
率
の
限
度
が
十
分
の
八
と
さ
れ
て
い
る
地
域
を
除
く
。
）
内
に
あ
る
耐
火
建

築
物
と
同
等
以
上
の
延
焼
防
止
性
能
を
有
す
る
建
築
物
又
は
準
防
火
地
域
内
に
あ
る
耐
火
建
築
物
、
準
耐
火
建
築
物
等

を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
三
条
第
三
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
関
係
）

２

建
蔽
率
規
制
を
適
用
し
な
い
建
築
物
と
し
て
、
防
火
地
域
（
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
蔽
率
の
限
度
が
十

分
の
八
と
さ
れ
て
い
る
地
域
に
限
る
。
）
内
に
あ
る
耐
火
建
築
物
と
同
等
以
上
の
延
焼
防
止
性
能
を
有
す
る
建
築
物
を

追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
三
条
第
六
項
第
一
号
関
係
）

二

前
面
道
路
の
境
界
線
か
ら
後
退
し
て
壁
面
線
の
指
定
等
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
建
蔽
率
規
制
の
合
理
化

前
面
道
路
の
境
界
線
か
ら
後
退
し
て
壁
面
線
の
指
定
等
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
壁
面
線
等
を
越
え
な
い
建
築
物

で
、
特
定
行
政
庁
が
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
の
建
蔽
率
は
、
そ
の
許
可
の

範
囲
内
で
、
第
五
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
限
度
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
三
条
第
五
項
関
係
）

第
九

日
影
規
制
の
適
用
除
外
に
係
る
手
続
の
合
理
化

第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
建
築
物
を
周
囲
の
居
住
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な



い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
位
置
及
び
規
模
の
範
囲
内
に
お
い
て
増
築
等
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
適
用

し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
関
係
）

第
十

防
火
地
域
等
内
の
建
築
物
に
関
す
る
規
制
の
合
理
化

一

防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
内
の
建
築
物
に
関
す
る
規
制
の
合
理
化

防
火
地
域
又
は
準
防
火
地
域
内
に
あ
る
建
築
物
は
、
そ
の
外
壁
の
開
口
部
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
防
火
戸
そ

の
他
の
政
令
で
定
め
る
防
火
設
備
を
設
け
、
か
つ
、
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
及
び
当
該
防
火
設
備
を
通
常

の
火
災
に
よ
る
周
囲
へ
の
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
に
関
し
て
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地

域
の
別
並
び
に
建
築
物
の
規
模
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た

構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
一
条
関
係
）

二

特
定
防
災
街
区
整
備
地
区
内
の
建
築
物
に
関
す
る
規
制
の
合
理
化

特
定
防
災
街
区
整
備
地
区
内
に
建
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
建
築
物
と
し
て
、
耐
火
建
築
物
と
同
等
以
上
の
延
焼
防
止
性

能
を
有
す
る
建
築
物
及
び
準
耐
火
建
築
物
と
同
等
以
上
の
延
焼
防
止
性
能
を
有
す
る
建
築
物
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ



と
。

（
第
六
十
七
条
第
一
項
関
係
）

第
十
一

仮
設
建
築
物
及
び
用
途
変
更
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

仮
設
興
行
場
等
の
仮
設
建
築
物
の
設
置
期
間
の
特
例

特
定
行
政
庁
は
、
国
際
的
規
模
の
競
技
会
等
の
用
に
供
す
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
一
年
を
超
え
て
使
用
す
る
特

別
の
必
要
が
あ
る
仮
設
興
行
場
等
に
つ
い
て
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
公
益
上
や
む
を
得

な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
て
、
当
該
仮
設
興
行
場
等
の
使
用
上
必
要
と
認
め
る
期
間
を
定
め

て
そ
の
建
築
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
五
条
第
六
項
及
び
第
七
項
関
係
）

二

既
存
建
築
物
に
つ
い
て
二
以
上
の
工
事
に
分
け
て
用
途
の
変
更
に
伴
う
工
事
を
行
う
場
合
の
制
限
の
緩
和

１

一
の
既
存
不
適
格
建
築
物
に
つ
い
て
二
以
上
の
工
事
に
分
け
て
用
途
の
変
更
に
伴
う
工
事
を
行
う
場
合
（
第
八
十
六

条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
特
定
行
政
庁
が
当
該
二
以
上
の
工
事
の

全
体
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
全
体
計
画
に
係
る
最
後
の
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
は

、
第
八
十
七
条
第
三
項
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

一
の
建
築
物
の
用
途
の
変
更
に
伴
う
工
事
を
二
以
上
の
工
事
に
分
け
て
行
う
こ
と
が
当
該
建
築
物
の
利
用
状
況
そ

(1)



の
他
の
事
情
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

全
体
計
画
に
係
る
全
て
の
工
事
の
完
了
後
に
お
い
て
、
当
該
全
体
計
画
に
係
る
建
築
物
及
び
建
築
物
の
敷
地
が
建

(2)
築
基
準
法
令
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
。

全
体
計
画
に
係
る
い
ず
れ
の
工
事
の
完
了
後
に
お
い
て
も
、
当
該
全
体
計
画
に
係
る
建
築
物
及
び
建
築
物
の
敷
地

(3)
に
つ
い
て
、
交
通
上
の
支
障
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
避
難
上
の
危
険
性
並
び
に
衛
生
上
及
び
市
街
地
の
環
境
の
保

全
上
の
有
害
性
が
増
大
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

第
八
十
六
条
の
八
の
申
請
の
手
続
、
認
定
を
受
け
た
全
体
計
画
の
変
更
、
工
事
状
況
の
報
告
徴
収
、
改
善
命
令
及
び

認
定
の
取
消
し
に
関
す
る
所
要
の
規
定
は
、
１
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
七
条
の
二
関
係
）

三

建
築
物
の
用
途
を
変
更
し
て
一
時
的
に
他
の
用
途
の
建
築
物
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
制
限
の
緩
和

既
存
建
築
物
の
用
途
を
変
更
し
て
一
時
的
に
他
の
用
途
の
建
築
物
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
仮
設
建
築
物
を

建
築
す
る
場
合
（
第
八
十
五
条
）
と
同
様
に
、
法
の
全
部
又
は
一
部
の
適
用
除
外
を
認
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
七
条
の
三
関
係
）



第
十
二

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
十
三

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
）

三

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
関
係
）


